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研究成果の概要（和文）：フランスは革命戦争の中で隣接地を併合し、その外周には姉妹共和国を建てていた。こうし
た併合地の統治については、史料上の制約によりこれまでほとんど解明されていなかったが、本研究では、「ライン左
岸併合地」について、現在の主にベルギー、ドイツとスイスの西部にあたる地域を対象に、当時施行された法の受容や
、フランス側から派遣された人々と併合地の人々との間に生じた関係を、フランス側の史料のみではなく、当時の併合
地側の史料調査・分析を行った。本研究による成果は、フランス国立フランス革命史研究所とフランス革命博物館の主
催で、2014年に行われた「フランス革命史研究国際シンポジウム」で報告することができた。

研究成果の概要（英文）：This research aims at delighting the operating process of the public instruction 
law (1795) in the annexed territories of the lower Rhine during the war of the French revolution by 
analyzing previously unused manuscripts sources of the National Archives of France (Archives Nationales, 
Paris). Through closed examination of these historical sources, this research point out the process in 
which the public instruction organized in these territories. My research has revealed the appropriation 
of the public instruction law by students and their parents under the influence of the Enlightenment 
despite the war of the French revolution.

研究分野： 西洋史
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
本研究が対象とする革命戦争による「併

合地」への公教育の施行は、フランス革命
後期、総裁政府期（1795～99年）に本格化
した。総裁政府期の「併合地」は、現在の
イタリア方面、スイス方面、ベルギー方面、
オランダ方面、ライン左岸ドイツ方面へと
広がっていた。この時期に、共和三年憲法
の採択（1795年）と、革命後初の公教育法
制である「公教育組織法」（通称ドヌー法）
の成立（1795年）をうけて、「併合地」も
含めたフランスのすべての県に対して、総
裁政府は極めて精力的に公教育の整備に取
り組んでいた。「公教育組織法」により設
置された「エコール・サントラル」は「併
合地」にも設置され、内務大臣によるすべ
ての教師・学校を対象とした「公教育実態
調査」は「併合地」に対しても行われてい
た。また、「併合地」からも、学校設立要
求を始めとする公教育についての様々な請
願が総裁政府へと送られていた。しかし、
総裁政府期の「併合地」における公教育の
実態については、フランスにおいても、ま
たドイツ、ベルギー、スイスなどの当時「併
合地」であった地域においても、ほとんど
研究が行われないまま今日にいたっている。 
 このような研究状況をふまえ、研究代表
者は、20年前から、フランス国立古文書館
の公教育関係手稿史料の調査を行ってきた。
数百に及ぶ革命期の公教育関係の文書箱
（F/17）は、未整理状態で、詳しい目録が
存在せずフランス人研究者も一貫した研究
に着手できない状況であったが、科研費等
による渡仏の機会を利用しての調査を重ね、
ようやく、史料の全体がどのように構成さ
れているかを解明した。この調査の過程で、
総裁政府下の「併合地」における公教育組
織作業に関する重要史料が、「併合地」関係
文書としてはまとまっていないものの、「内
務省関係手稿史料」のなかにばらばらに保
管されていることをつきとめた。 
これらの文書の調査を本格化させるため

申請し採択された平成19-21年度の科研費
での調査により、「併合地」の公教育関係史
料には、当該地域の教育の実態、コミュー
ンごとの人口、初等学校およびコレージュ
の数、それぞれの修学児童数といった貴重
な統計・史料が含まれていることを発見し
た。また、「併合地」に公教育組織法に基づ
いて設立された学校が、フランス領でなく
なった後も、地域によっては存続したこと
もわかった。さらに、従来、フランス革命
史研究においても研究が進められていなか

った「併合地」の実態について、｢併合地」
にも革命後の新しい行政単位である｢県」が
設けられ、｢県｣単位で公教育が施行されて
いたことを解明できた。 
 しかし、ナポレオンによる帝国形成前夜
に広大な領域となっていた「併合地」の公
教育の全体像を明らかにする上では、まず、
もっとも早い段階から公教育が施行された
フランス北東部「ライン左岸併合地」の 13
の県に相当する地域について、現地に赴い
て史料調査を行うことが不可欠であること
が痛感された。 
また、革命史の研究動向も検討してきた

が、伝統的な革命史理解では総裁政府期を
看過する傾向がみられたのにたいし、近年、
本研究が対象とする総裁政府期の重要性が
認識されてきたことも確認できた。革命史
研究の中心であるパリ第一大学のフランス
革命史講座教授のピエール・セルナも、「秩
序の安定をめざす共和制のもとで民主主義
的な制度を打ち立てようと努力した時代」
として、総裁政府期の研究の重要性を指摘
しつつ、総裁政府期に「自由で平等なヨー
ロッパ連邦」がめざされていたと述べてい
る。一方、革命期の「公共性」の研究史に
おいては、ハーバーマスによる問題提起を
ふまえ、フランソワ・フュレとモナ・オズ
ーフが、コスモポリタニズム的傾向からナ
ショナリズム的傾向への変容・転換という
仮説を提示しており、「併合地」の公教育に
おいて革命期公共性のもつナショナリズム
的傾向が見られるのかどうかという重要な
問題を検討するためにも、「併合地」側の史
料に基づいた研究が必要であることがわか
った。 
 
２．研究の目的 
総裁政府期における「併合地」の公教育

関係の史料については、フランス人研究者
たちによっても存在を疑問視されてきたの
だが、研究代表者は、先述のとおり、フラ
ンス国立古文書館の手稿文書のなかに、す
べての「併合地」の史料が存在することを
発見した。また、「ライン左岸併合地」であ
った地域には、「併合地」時代の公教育につ
いての史料が残されているが、その研究は
当該地域の研究者によっても行われていな
い。それゆえ、これらの史料の全容を解明
し、フランス側と「併合地」側の両方の史
料に基づいて「ライン左岸併合地」の公教
育の実態について研究をすすめることは、
日本のみならず、フランスさらにはベルギ
ー、ドイツ等においても高く評価される仕



事であると考えられる。 
研究代表者は、これまでの研究成果から、

総裁政府期の「併合地」における公教育の
実態は、法制とはかなり異なる側面をもつ
という見通しを得ている。本研究において、
「ライン左岸併合地」の教育の実態を解明
していくことにより、（１）革命期公教育政
策のもっていた啓蒙期コスモポリタニズム
の継承という側面、19 世紀ナショナリズム
の先駆という側面、またそのいずれでもな
い当時の社会状況に固有の公共性のありか
たを明らかにすること、（２）「併合地」に
おいて公教育の理論がどのように実施され、
「併合地」の実態をうけて理論がどのよう
に修正されていったのか、という理論と実
践の相互関係のもとに革命期の公教育史を
捉え直すこと、（３）フランス教育史全体に
おける革命期の捉え直し―啓蒙思想の生
み出した公教育の理想の「実現」という点
と 19 世紀の公教育の「基盤」の形成という
点からの、革命期公教育のもつ「架橋」や
「連続」の側面を明らかにすること、が可
能となると考えられる。 
 
３．研究の方法 
本研究においては、史料の残存状況が明

らかになっていなかった革命期併合地の公
教育に関する史料の調査・収集が研究の基
礎となるので、次の三つの柱をたてて、史
料収集をすすめ、フランス革命期の「ライ
ン左岸併合地」について、地域ごとの相違
も明らかにしながら、公教育の施行状況を
解明し総合的な分析をすすめる。 
 

(1)一次史料の調査・収集 
「併合地」には、革命期にフランス国内

でも施行された行政区分（「県」）が設けら
れ、公教育政策は「県」単位ですすめられ
た。「ライン左岸併合地」には、13の県が設
けられたことがわかったので（ディル県、
ドゥ・ネス県、リス県、エスコー県、ウル
ト県、ジェマップ県、サンブル・エ・ムー
ズ県、レ・フォレ県、ムーズ・アンフェリ
ュール県、モン・トネール県、ラン・エ・
モーゼル県、ロエ県、ザール県）、これらの
県にあたる地域（現在のベルギー、ルクセ
ンブルク、オランダ南部、ドイツ北西部）
の革命期「併合地」時代の一次史料を調査・
収集し、総裁政府下の公教育の施行状況を
検討する。 
 

(2)収集史料の総合的な分析 
当該地域の文書館等での調査結果を、フ

ランス国立古文書館所蔵の「ライン左岸併
合地」の公教育関係史料と相互に関連づけ
読解する。また、「併合地」時代に施行され
たフランス共和国による「ライン左岸」地
域の公教育の全体像を解明し、それらがフ
ランス領ではなくなった後の時代にはどの
ような運命をたどったかを追跡する。 
 

(3)学会・国際シンポジウムでの成果報告 
①フランス革命期「ライン左岸併合地」で
の公教育施行状況に関する収集史料の総合
的な分析をすすめつつ、本研究の成果を、
国内の学会および海外の学会で報告する。
とくに、本研究の２年度目までの成果、お
よび３年度目までの成果は、フランス史・
フランス革命史研究を専門とする学会で報
告することで、最終年度の総合的な分析に
反映させる。 
②研究の最終年度には、研究目的でも記載
したパリ第一大学のセルナ教授が企画の中
心となっている国際シンポジウムが平成24
年の9月に開催されるので、本研究の成果に
ついて発表を行う。このフランス国立フラ
ンス革命研究所主催のフランス革命史研究
国際シンポジウム（フランス：パリ、ヴィ
ジル）で、成果報告をフランス語で行うこ
とで、当該分野の海外の研究者たちとの議
論・情報交換を行い、本研究を次の段階へ
と発展させる。 
 
４．研究成果 
本研究は、フランス革命の有した国外へ

の勢力拡張という特徴に、教育・文化の側
面から新たな光を投じ、「ライン左岸併合
地」におけるフランス革命の伝播と受容に
ついて明らかにすることをめざした。革命
期に、フランスは革命戦争の中で隣接地を
併合し、その外周には姉妹共和国を建てて
いた。こうした併合地の統治については、
史料上の制約によりこれまでほとんど解明
されていなかったが、本研究では、「ライン
左岸併合地」について、現在の主にベルギ
ー、ドイツとスイスの西部にあたる地域を
対象に、一次史料をフランス国立古文書館
（パリ）で調査・収集した。また、フラン
ス側の史料のみではなく、当時の併合地側
（ベルギー、ドイツ西部およびスイス）の
史料調査・分析を行った。これらを総合的
に分析することで、当時施行された法が併
合地の人々にどのように受容されていたか、
またフランス側から派遣された人々と併合
地の人々との間にいかなる関係が生じてい
るかを、「ライン左岸併合地」について教



育・文化の側面から解明した。また、フラ
ンスにより施行された公教育制度が、革命
戦争下の併合地において、啓蒙思想の遺産
を背景に受容された側面があることも明ら
かにした。 
本研究による成果は、フランス国立フラ

ンス革命史研究所（ソルボンヌ）とフラン
ス革命博物館（ヴィジル）の主催で、フラ
ンス革命から225周年にあたる2014年に行
われた「フランス革命史研究国際シンポジ
ウム」（フランス・ヴィジル）で報告するこ
とができた。この国際シンポジウムには、
イタリアの研究者をはじめヨーロッパ諸地
域から研究者が参加しており、本研究の仏
語報告も、国際的な革命史研究への貢献と
して評価していただくことができた。フラ
ンス本国やヨーロッパの近年の研究におい
ても、併合地におけるフランス革命の伝播
と受容の問題は注目されており、本研究の
成果をさらに深化させ、学界での議論に重
要な新しい視座を提起したいと考えている。 
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